


 

は　じ　め　に

本市においては、環境が限られた資源であることを深く認識し、市民、事業者及び市が相互に協
力し合い、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築し、人と自然とが健全に共生
できるふるさと「いわき」の実現を目指すこととしております。
このような方針のもと、平成９年３月に「いわき市環境基本条例」を制定するとともに、同条例
に基づき、平成 11 年３月に「いわき市環境基本計画」を、平成 23 年２月には「いわき市環境基
本計画（第二次）」を策定し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

「いわき市環境基本計画（第二次）」では、地球温暖化の危機、資源の浪費による危機及び生態系
の危機に対応するため、基本目標として「低炭素社会づくり」、「循環型社会づくり」及び「自然
共生社会づくり」を掲げ、平成 28 年 2 月には計画の中間見直し、「いわき市環境基本計画（第二次）
一部改定版」として、原発事故の発生に伴う放射性物質による環境汚染等を踏まえ、新たに「原
子力災害からの環境回復」を基本目標の一つに組み込み、各種施策を展開してまいりました。

この間、国内外では、地球温暖化対策としての「パリ協定」の発効、持続可能な循環共生型社会
の実現を目指した国の「第５次環境基本計画」の策定や、国において「2050 年カーボンニュートラル」
を目指すことが宣言されたほか、本市においても、令和元年東日本台風等により甚大な被害に見
舞われた自然災害が発生するなど、環境を取り巻く状況が大きく変化してきました。

このような状況を踏まえ、国や県の施策との連動を図りながら、新たな環境課題に対応するため、
「いわき市環境基本計画（第三次）」を策定することといたしました。
本計画では、本市が目指していく環境都市像である「人と自然が共生するまち　循環都市いわき」
を実現するため、「低炭素、循環、共生、安全・快適」の４つの環境分野別に基本目標を設定し、
加えて、この４つの基本目標と相互に関連しあう基本目標の１つとして、市民・事業者及び市な
どの各主体が適正な役割分担の下、お互いに連携・協力しながら自主的かつ積極的に環境保全に
取り組むため、「支える仕組み」を新たに設定することで、総合的な施策展開を図ってまいります。

本計画は、環境課題に対する認識を共有し、市民、事業者及び市が互いに問題解決の当事者とし
て行動するための一つの指針となるものであります。
本計画に基づき、「いわき市以和貴まちづくり基本条例」における「様々な主体が共に地域の課
題解決に取り組む」という共創の理念を基本に、環境保全の取組を積極的に進めてまいります。

　令和３年３月

いわき市
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第1章

序論

第１節　計画策定の背景
（１）　環境の状況・社会経済情勢の変化

（２）　「市環境基本計画（第二次）」の目標達成状況

（３）　市民及び事業者の意識（市民・事業者アンケート）

第2節　計画の基本的事項
（１）　計画の位置づけ

（２）　計画の対象範囲

（３）　計画の期間

第３節　計画策定のポイント

第４節　計画の構成
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人口： 339,641 人 

世帯： 143,656 世帯 

面積： 1,232.02 ㎢

（令和 ２年１月１日現在） 
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ⅱ）国の情勢
国の「第五次環境基本計画※」が、2018（平成 30）年４月に閣議決定され、目指すべき社会の姿

として、①「地域循環共生圏※」の創造、②「世界の範となる日本」の確立、③これらを通じた、持続
可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現、が掲げられました。また、SDGs の考
え方を活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化していくというアプローチとともに、分野横
断的な六つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、技術、国際）が示されました。

今後の環境政策が果たすべき役割として、既存の財・サービスの継続的改善といったイノベーショ
ンから従来の技術や制度の延長線上には存在しないイノベーションまで、経済社会システム、ライフ
スタイル、技術といったあらゆる観点からイノベーションを創出することが示されました。

また、2016（平成 28）年 9 月に策定された「福島新エネ社会構想※」においては、エネルギー分
野からの福島復興の後押しを一層強化していくため、「再生可能エネルギー※の導入拡大」、「水素社
会※実現に向けたモデル構築」、「スマートコミュニティ※の構築」を柱として、未来の新エネルギー社
会実現に向けたモデルを福島で創出することを目指しています。

さらに、脱炭素社会の実現に向け、省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギー※を最大限導入す
るなど安定的なエネルギー供給の確立を目指すとともに、革新的なイノベーションを追求することな
ど、温暖化対策及びエネルギー政策の具体的な方向性を示す「地球温暖化対策計画※」や「エネルギー
基本計画※」の見直しが進められています。

農山漁村

都市

自立分散型社会
（地域資源【自然・物資・人材・資金】の循環）

地産地消、再生エネルギー導入等

自立分散型社会
（地域資源【自然・物資・人材・資金】の循環）

地産地消、再生エネルギー導入等

出典：環境省　ホームぺージ

川

森 里

海

◆資金・人材などの提供
• エコツーリズム等、自然保全活動への参加

• 地域産品の消費

• 社会経済的な仕組みを通じた支援

• 地域ファンド等への投資　等

◆自然資源・生態系サービス
• 食料、水、木材
• 自然エネルギー
• 水質浄化、自然災害の防止　等
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ⅲ）福島県の情勢
福島県では、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故等からの再生・復興に向けて、

「環境回復の推進」という視点を加えた第四次福島県環境基本計画※が 2013（平成25）年３月に策定さ
れました。2017（平成29）年３月には、東日本大震災後の環境回復に向けた取組が一定の進展を見せ、
また、2016（平成28）年11 月の「パリ協定※」の発効などを踏まえ、第四次計画の改定が行われました。
施策展開に当たっては、除染※や災害廃棄物処理などの「環境回復の推進」に最優先で取り組むととも
に、循環型社会・自然共生社会の形成などの「美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現」につ
いても更なる推進を図っていくものとなっています。

また、福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン※」を踏まえ、再生可能エネルギー※の導入推進
を加速させていくため、2011（平成23）年３月に「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン※」が策定さ
れました。その後、東日本大震災によって再生可能エネルギー※を取り巻く情勢が変化し、復興に向けた
主要施策の一つに「再生可能エネルギー※の飛躍的な推進による新たな社会づくり」を位置づけ、「福島
県復興計画※」との整合を図るとともに、今後の導入推進施策等について震災以後の情勢も反映した内
容とするため、2012（平成24）年３月に改訂が行われ、「2040（令和22）年頃を目途に、県内のエネル
ギー需要量の100％以上に相当する量のエネルギーを再生可能エネルギー※で生み出す県を目指す」と
いう目標が掲げられました。

（2）「市環境基本計画（第二次）」の目標達成状況
「市環境基本計画（第二次）」[ 計画期間：2011（平成23）～2020（令和2）年度]（以下「前計画」

という。）では、「人と自然が共生するまち 循環都市いわき」を目指し、「低炭素社会づくり」、「循環型社会
づくり」、「自然共生社会づくり」及び「原子力災害からの環境回復」を基本目標に掲げ、39 の環境指標
による進捗管理を行いながら、各施策を推進してきました。

環境指標の達成見込みを概観すると、基本目標４「原子力災害からの環境回復」については、発生し
た廃棄物の適性処理や住宅の除染※が進んだことから、目標を達成していますが、今後も引き続き市民
の安全・安心を確保するため、施策の展開を図る必要があります。基本目標1「低炭素社会づくり」、基
本目標3「自然共生社会づくり」については、一部を除き、概ね目標を達成していますが、今後も、更なる
再生可能エネルギー※の導入拡大に向けた取組の検討や、環境教育や自然・動植物等の観察などの体
験を通じて、生物多様性※への理解促進に取り組む必要があります。基本目標2「循環型社会づくり」に
ついては、概ね向上・改善されているものの、2020（令和2）年度までの目標達成は困難な状況にあり、
今後、ごみ減量の基本的な施策である３R ※の周知徹底など、一層の取組強化等を図る必要があります。
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（3）市民及び事業者の意識（市民・事業者アンケート）
計画の改定にあたり、市民及び事業者を対象に実施したアンケート調査結果によると、前計画

における基本目標２「循環型社会づくり」の基本施策「まちの美化と不法投棄の防止」について、
現在の市の環境施策に対する満足度は低く、今後の重要度は高いと考えられていることから、取
組を強化する必要があります。

基本目標 3「自然共生社会づくり」の基本施策「自然とのふれあいの推進」について、生物多
様性※による恵み（生態系サービス※）は、食料等の供給、防災・減災、土壌形成など、豊かで健康・
安全な生活を支えるものであり、グリーンインフラ※としても重要ですが、アンケート調査によれ
ば、市民及び事業者ともに、取組状況や重要性で低いとの回答の傾向にあり、生物多様性※の重要
度が十分に理解されていないと考えられます。そのため、「生物多様性国家戦略※」の基本戦略をベー
スに、「理解の促進」「確保」「機会の創出」に施策体系を整理し、市民及び事業者が生物多様性※

の価値や行動を認識する必要があります。
基本目標４「原子力災害からの環境回復」については、前計画において、基本目標の一つとし

ていましたが、2017（平成 29）年 11 月末に面的除染が完了していることや、市民・事業者アンケー
ト調査によれば、市の環境施策に対する満足度は高く、今後の重要度は中程度と考えられている
ことから、位置づけを変更する必要があります。


